
「ふるさと住民登録制度」に係る閣議決定

○デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和７年６月13日閣議決定）
第２ 重点政策一覧  
○[No.1-29] ふるさと住民登録制度の創設

「関係人口」に着目し、住所地以外の地域に継続的に関わる方々を登録し、地域の担い手確保や地域経済の活性化等につなげる仕組みとして「ふるさと住民登録
制度」を創設する。できるだけ多くの方々に地域を応援していただけるよう、誰もがアプリで簡単・簡便に登録でき、また自治体の既存の取組を緩やかに包含できる柔軟
かつ間口の広い仕組みとし、総務省は、関係府省庁と連携して、プラットフォームとなるシステムの構築に向け、検討を進める。

○地方創生2.0 基本構想（令和７年６月13日閣議決定）
第３章 地方創生 2.0 の起動
６．政策パッケージ
（３）人や企業の地方分散～産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生～
④関係人口の量的拡大・質的向上

人口が減少しても多様な人材同士が影響し合い地域の活力を高める姿を目指すため、関係人口の量的拡大・質的向上（関わりの深化）を図る。具体的には、関
係人口を可視化する仕組みを創設する。また、地域との関わり方等に応じて関係人口の類型化を行い、それぞれの類型に応じた施策を展開し、これらを一体的に地
方公共団体や経済界等へ情報提供を行うとともに、関係人口に対する行政サービスの在り方等、制度面についても検討を行い、必要な措置を講じていく。
各地方公共団体は、関係人口と自らの地域との関わり方や、関係人口や地域に対する具体的な支援の在り方などを検討し、地域住民や関係人口と共に、新たな地

方創生を進める。

ⅰ．関係人口を可視化する仕組み（ふるさと住民登録制度）の創設
先行する地方公共団体の事例等を参考にしつつ、住所地以外の地域に継続的に関わる者を登録することで関係人口の規模や地域との関係性などを可視化し、地

域の担い手確保や地域経済の活性化等につなげる仕組みを創設する。できるだけ多くの人が地域との関わりを深められるよう、誰もがアプリで簡単・簡便に登録でき、
また地方公共団体の既存の取組を緩やかに包含できるような柔軟かつ間口の広い仕組みとし、関係府省庁が連携してプラットフォームとなるシステム構築を進める。

【当面の目標：関係人口を可視化。関係施策と連携し、今後10年間で実人数1000万人、延べ人数１億人を目指す】

○経済財政運営と改革の基本方針2025（令和７年６月13日閣議決定）
第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
２．地方創生２.０の推進及び地域における社会課題への対応
（１）地方創生２.０の推進 ～令和の日本列島改造～
（地方創生2.0基本構想）
③人や企業の地方分散～産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生～
政府関係機関の地方移転や企業・大学の地方分散に加え、都市と地方の新たな結び付き、人材の交流・循環・結び付きを促進し、地方への新たな人の流れの創出に

向け、関係人口の量的拡大・質的向上（実人数1,000万人、延べ人数１億人）を目指し、ふるさと住民登録制度を創設し、関係人口を可視化する。

（２）地域における社会課題への対応
（関係人口の拡大と個性を活かした地域づくり）
人の流れを創出・拡大するため、若者を始め、地方移住を促す取組を強化するとともに、税制の活用も含めた環境整備による企業の地方移転や拠点拡充、産官学金労

言士の連携による地域密着型企業の立ち上げ、地域おこし協力隊による人材確保の取組を促進する。関係人口の拡大や二地域居住の促進に向け、ふるさと住民登録
制度の創設、第２のふるさとづくり・ワーケーション推進や交流・基盤施設整備、中間支援組織によるマッチング支援を進める。
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